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Ⅰ．はじめに 

１．経緯 

原子力規制委員会は、令和２年６月１８日に九州電力株式会社（以下「九州電力」と

いう。）から、川内原子力発電所及び玄海原子力発電所原子炉施設保安規定に基づき提出

された火山活動のモニタリングに係る評価結果として、「川内原子力発電所及び玄海原子

力発電所 火山活動のモニタリング評価結果（２０１９年度報告）」（以下「火山活動のモ

ニタリングに係る評価結果」という。）を受理した。 

原子力規制庁は、当該評価結果について、九州電力による評価の過程が適切かつ確実

になされていること、並びに、監視対象火山の活動状況を把握し、活動状況に変化がない

と評価していることを確認した。 

 

２．原子力規制庁の評価方針 

  原子力規制庁は、九州電力から受理した火山活動のモニタリングに係る評価結果につ

いて、①「当該評価の過程が適切かつ確実になされていることを確認すること」、②「監

視対象火山の活動状況を把握し、活動状況の変化の有無を評価していることを確認する

こと」の２点に主眼を置き、下記の確認事項について、当該評価結果を確認する。また、

火山モニタリングにおける「観測データに有意な変化があったと判断する目安」につい

て 報告書（令和２年３月６日 原子炉安全専門審査会 原子炉火山部会）1（以下「原子炉

火山部会報告書」という。）についての対応状況を確認する。 

 

【確認事項１－１】データ解析結果 

・GNSS 連続観測データ及び地震活動に対する評価及び解釈 

【確認事項１－２】火山モニタリング評価結果 

・九州電力の評価結果に対する第三者の助言内容 

【確認事項２】火山モニタリングにおける「観測データに有意な変化があったと判断す

る目安」に対する確認結果 

・火山モニタリングにおける「観測データに有意な変化があったと判断する目安」に 

ついての対応状況 
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Ⅱ．九州電力の火山活動のモニタリングに係る評価結果の概要 

  九州電力は、阿蘇カルデラ、加久藤・小林カルデラ、姶良カルデラ、阿多カルデラ及び鬼

界の５つのカルデラ火山（図１）を対象とし、公的機関（気象庁、国土地理院）が公表して

いる評価結果を収集するとともに、自社で国土地理院の GNSS(Global Navigation 

Satellite System：全球測位衛星システム)連続観測データ及び気象庁の一元化震源データ

を収集・分析している。以下に、九州電力の評価結果の概要を示す。 

 

１．対象火山 

   九州電力は、モニタリング対象の火山を、阿蘇カルデラ、加久藤・小林カルデラ、姶良

カルデラ、阿多カルデラ及び鬼界の５つのカルデラ火山としている（図１）。 

 

 
 

図１ モニタリング対象のカルデラ火山の位置図 
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２．評価期間 

   九州電力は、評価期間を、２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日としている

（ただし、データは平成１２年（２０００年）からの２０年間分を表示している）。 

 

３．評価方法及び評価結果 

（１）評価方法 

九州電力は、①公的機関（気象庁、国土地理院）が公表した活火山に関する評価結

果を収集するとともに、②国土地理院の GNSS 連続観測データ及び気象庁の一元化震

源データを収集・分析することで、対象としているカルデラ火山の活動状況の変化に

ついて総合評価を実施している。 

公的機関の評価では、公的機関から定期的（あるいは臨時で不定期）に発表される

資料を収集し、それらにカルデラ火山の活動状況に急激な変化を示すような情報が

あるかどうかを確認している。一方、九州電力の評価では、カルデラ火山を対象とし

て、カルデラ周辺の広域的な地殻変動（基線長の伸び）と地震活動（発生数や発生場

所の変化）に着目し、それらが過去からの長期的な傾向と比較して、大きく変化し、

それが継続していないかどうかをGNSS連続観測データ及び気象庁の一元化震源デー

タを収集・分析することにより確認している。図２に九州電力が自ら定めた監視レベ

ルの移行判断基準と監視体制を参考まで示す。 

さらに、原子炉火山部会報告書を受けて、九州電力は同報告書に記載の「①主な監

視項目」及び「②その他の監視項目」に関するデータ（論文及び公的機関の公表資料

等）をとりまとめている（添付資料、P136-167）。 

 

 
図２ 監視レベルの移行判断基準と監視体制  
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（２）評価結果 

   ①阿蘇カルデラ 

カルデラ内に位置する活火山に関す

る公的機関の評価 

カルデラ火山に関する 

九州電力の評価 

総合評価 

・気象庁噴火警戒レベル 

阿蘇山（レベル 2） 

【気象庁火山噴火予知連絡会資料， 

火山活動解説資料 3月等】 

・阿蘇山では断続的に噴火が継続して

いる。 

・火山性地震、孤立型微動、火山ガス

放出量は多い状態で経過している。 

・GNSS 連続観測では、深部にマグマだ

まりがあると考えられている草千里

を挟む基線の伸びは停滞している。 

・地殻変動：カルデラへのマグマ供

給を示唆する広範囲な伸びの傾向

が認められないことから、カルデ

ラ火山の活動に起因する有意な変

化はないと判断している。 

 

・地震活動：熊本地震の余震が認め

られるものの、過去の地震活動と

比較して減少傾向にある。 

 

・監視レベル：平常 

 

 

 

 

活動状況に 

変化なし。 

 

②加久藤・小林カルデラ 

カルデラ内に位置する活火山に関す

る公的機関の評価 

カルデラ火山に関する 

九州電力の評価 

総合評価 

・気象庁噴火警戒レベル 

霧島山【新燃岳】（レベル 2） 

霧島山【御鉢】（レベル 1） 

霧島山【えびの高原周辺】（レベル 1） 

【気象庁火山噴火予知連絡会資料， 

火山活動解説資料 3月等】 

・噴火は観測されていない。 

・火山性地震は、2019 年 11 月以降増

減を繰り返しているが、2020 年 2 月

に入り増加する頻度が多くなってい

る。 

・火山ガス放出量は少ない状態で経過

している。 

・GNSS 連続観測では、霧島山の深い場

所でのマグマの蓄積を示すと考えら

れる基線の伸びは 2019 年 2 月以降

停滞している。 

・地殻変動：カルデラへのマグマ供

給を示唆する広範囲な伸びの傾向

が認められないことから、カルデ

ラ火山の活動に起因する有意な変

化はないと判断している。 

 

・地震活動：2018 年 12 月に加久藤

カルデラ内で発生した地震

（M3.4）の余震が認められるもの

の、その後は減少している。 

 

・監視レベル：平常 

 

 

 

 

活動状況に 

変化なし。 

 

 



 

- 5 - 
 

③姶良カルデラ 

カルデラ内に位置する活火山に関す

る公的機関の評価 

カルデラ火山に関する 

九州電力の評価 

総合評価 

・気象庁噴火警戒レベル 

桜島（レベル 3） 

【気象庁火山噴火予知連絡会資料，火

山活動解説資料 3月等】 

・南岳山頂火口の噴火活動は活発な状

態となっている。  

・火山性地震の年回数は前年と同程度

であった。 

・火山ガス放出量は多い状態で経過し

ている。 

・広域の GNSS 連続観測では、姶良カ

ルデラ（鹿児島湾奥部）の地下深部

の膨張を示す一部の基線で、2019 年

9 月以降わずかな伸びが認められて

おり、姶良カルデラ（鹿児島湾奥部）

の地下深部では、長期にわたり供給

されたマグマが蓄積した状態がみら

れている。 

・地殻変動：カルデラへのマグマ供

給を示唆する広範囲な伸びの傾向

が認められるが、2019 年度の基線

長の変動率に有意な変化は認めら

れない。警戒監視の移行判断基準

(0.05km3/年≒5cm/年)には達して

いない。監視レベルは、過去 3 年

間のマグマ供給率が約 0.01km3/年

であることから、注意を継続する。 

 

・地震活動：2020 年 3 月に桜島南

西部で多くの地震が認められた。

過去にも、同様の地震が発生して

いるものの、今後の地震活動に留

意していく。 

 

・監視レベル：注意 

 

 

 

 

活動状況に 

変化なし。 

 

④阿多カルデラ 

カルデラ内に位置する活火山に関す

る公的機関の評価 

カルデラ火山に関する 

九州電力の評価 

総合評価 

【気象庁火山噴火予知連絡会資料，火

山活動解説資料 3月等】 

・開聞岳および池田・山川において、

火山活動の特段の変化はなく、噴火

の兆候はみられない。 

・地殻変動：カルデラへのマグマ供

給を示唆する広範囲な伸びの傾向

が認められないことから、カルデ

ラ火山の活動に起因する有意な変

化はないと判断している。 

 

・地震活動：2019 年 8 月に南側の

カルデラで多くの地震が発生した

ものの、その後は減少している。 

 

・監視レベル：平常 

 

 

活動状況に 

変化なし。 
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⑤鬼界 

カルデラ内に位置する活火山に関す

る公的機関の評価 

カルデラ火山に関する 

九州電力の評価 

総合評価 

・気象庁噴火警戒レベル 

薩摩硫黄島（レベル 2） 

【気象庁火山噴火予知連絡会資料， 

火山活動解説資料 3月等】 

・硫黄岳で 11 月 2 日に噴火が発生し

たが、その後は噴火は発生しておら

ず、地震や微動の発生状況や地殻変

動に特段の変化はない。 

・地殻変動：カルデラへのマグマ供

給を示唆する広範囲な伸びの傾向

が認められないことから、カルデ

ラ火山の活動に起因する有意な変

化はないと判断している。 

 

・地震活動：過去の地震活動と比較

して有意な変化は認められない。 

 

・監視レベル：平常 

 

 

活動状況に 

変化なし。 

 

上記の評価結果から、九州電力は評価期間を通じて、公的機関の評価にカルデラ火山

の活動状況に急激な変化を示す情報が見られないこと、既存観測網によるデータ収集・

分析した自社評価における地殻変動及び地震活動に、有意な変化が認められないと判

断し、対象としている５カルデラ火山について「活動状況に変化はない」と評価してい

る。 

また、原子炉火山部会報告書に記載の「①主な監視項目」及び「②その他の監視項目」

に関するデータ（論文及び公的機関の公表資料等）をとりまとめるとともに（添付資

料、P136-167）、地下構造に関する文献を確認した結果、自社評価に影響する知見は認

められなかったとしている（添付資料、P160）。 
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Ⅲ．当該評価結果に対する原子力規制庁の評価 

  原子力規制庁は、データ解析結果及び火山モニタリングの評価結果について、九州電力

より聴取し以下の通り確認した。 

なお、観測項目については、昨年度の評価である「九州電力株式会社川内原子力発電所

及び玄海原子力発電所 火山モニタリング結果に係る評価について（原子力規制庁、令和元

年１１月２９日）2」に記載の内容から変更がないことを確認している。また、データ品質

については、国土地理院による地殻変動データに修正があったものの、九州電力の評価結

果に影響はないとしていることを確認している（添付資料、P80-82）。 

 

１．データ解析結果 

原子力規制庁は、九州電力のデータ解析結果に関して、GNSS 連続観測データに見られ

る長期トレンドに着目して、九州電力の解析結果の妥当性を確認した。 

 

（１）阿蘇カルデラの地殻変動及び地震活動について 

 ・九州電力は、GNSS 連続観測による基線長変化等を確認した結果、当該年度の基線長

変化は、阿蘇カルデラ火山の活動に起因する有意な変化は認められないとしている

（図３）（添付資料、P10、P23）。また、地震発生数の推移及び震源分布とマグニチュ

ードの経時変化等を確認した結果、地震活動（発生数、位置、規模等）は、熊本地震

の余震が認められるものの、発生数は過去と比較して減少傾向にあるとともに、位

置と規模に有意な変化は認められないとしている。 

 ・九州電力は、地殻変動評価において、基線長変化をマグマ供給によるものとして評価

しているが、基線長変化には広域地殻変動も含まれており、マグマ供給量の評価に

影響を及ぼす可能性があることから、第三者（火山専門家）の助言（2018 年度）を

踏まえて、広域地殻変動量の定量的把握について、中・長期的取組みのひとつとして

行っている。九州電力は、Kobayashi(2017) 3及び Nishimura et al.(2018) 4を参考

とし、GNSS 観測点の定常速度を推定するため、大規模な地震やスロースリップ現象

（SSE:Slow Slip Event)が発生していない期間として、2006 年～2008 年を設定し、

Nishimura et al.(2017)の手法に基づき、2000 年～2019 年の各観測値から広域地殻

変動の影響分を除去する試みを行っている。その結果、広域地殻変動を除去した残

差は、観測値に比べて変動量が小さくなることを確認し（図４）、モニタリングにお

いて、基線長変化（観測値）に顕著な伸びの傾向が認められた場合、今回の検討で推

定した広域地殻変動を除去した残差でも確認していくとしている（添付資料、P98）。 

 ・九州電力は、熊本地震後の地殻変動について、「余効変動が地震発生後 3年経った現

在も継続している（文部科学省研究開発局・九州大学（2019）5）」ことが示されてい

るものの、過去 1 年の地殻変動は、本震前と比較して地震断層北側の一部の点の変

動方向は異なるが、地震前の状態に概ね戻っているとしている（添付資料、P14）。 
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図３ 阿蘇カルデラの GNSS 連続観測による基線長変化 

 

 

 
図４ 阿蘇カルデラにおける広域地殻変動の除去前（左）と除去後（右）の基線長変化 
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（２）加久藤・小林カルデラの地殻変動及び地震活動について 

・九州電力は、GNSS 連続観測による基線長変化等を確認した結果、当該年度の基線長

変化は、加久藤・小林カルデラ火山の活動に起因する有意な変化は認められないとし

ている（図５）（添付資料、P26、P37）。また、地震発生数の推移及び震源分布とマグ

ニチュードの経時変化等を確認した結果、地震活動（発生数、位置、規模等）は、2018

年 12 月に加久藤カルデラ内で発生した地震（最大 M3.4）の余震が認められるものの

（図６）、その発生数は減少傾向にあり、位置と規模に有意な変化は認められないと

している（添付資料、P35-37）。 

 ・九州電力は、阿蘇カルデラと同様に、広域地殻変動量の定量的把握について、中・長

期的取組みのひとつとして行っており、広域地殻変動を除去した残差は、観測値に

比べて変動量が小さくなることを確認し、モニタリングにおいて、基線長変化（観測

値）に顕著な伸びの傾向が認められた場合、推定した広域地殻変動を除去した残差

でも確認していくとしている（添付資料、P99）。 

 

 

 

 

図５ 加久藤・小林カルデラの GNSS 連続観測による基線長変化 
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図６ 加久藤・小林カルデラにおける地震活動 

 

・九州電力は、第三者（火山専門家）の助言（2018 年度）を踏まえ、2018 年 12 月に加

久藤カルデラ内で発生した群発地震が地震活動における評価範囲の北側境界近傍に

位置していたことから、1968 年にえびの市周辺で発生した地震の位置も考慮した上

で評価範囲を拡大している（図６）（添付資料、P83-84）。 

・九州電力は、2018 年 8月頃～2019 年 2月頃にかけて小規模な隆起が認められたこと

から、活火山による影響及び広範囲の鉛直変動について検討している。活火山による

影響を検討するため、霧島山において圧力源を仮定し、茂木モデルを用いて算出した

鉛直変動と観測された鉛直変動の比較を行った結果、圧力源近傍では観測結果に近

い鉛直変動が見られるものの、その周辺の鉛直変動は観測結果と比べて小さいこと

から、霧島山の影響とは考えにくいと評価している（添付資料、P102-104）。 
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（３）姶良カルデラの地殻変動及び地震活動について 

・九州電力は、GNSS 連続観測による基線長変化等を確認した結果、当該年度の基線長

の変動率には、これまでと同様にマグマ供給を示唆する変動が認められるものの（図

７）、監視体制の移行判断基準（0.05km3/年≒5cm/年）を十分下回っているとしてい

る。監視レベルについては、マグマ供給を示唆する変動が引き続き認められることか

ら、「注意」を継続するとしている（添付資料、P40、P55）。 

・九州電力は、姶良カルデラの基線①（鹿児島 3－隼人）は、桜島の変動の影響を大き

く受けてしまうため、桜島を避けた基線⑭（鹿児島 1A－隼人）の変動率を判断の指

標にした方が良いとの第三者（火山専門家）の助言（2017 年度）を踏まえて、桜島

の変動の影響も見つつ、当該基線も平成 29 年度より新たにモニタリング対象基線と

している（図８及び図９）（添付資料、P43-44）。 

・九州電力は、鉛直方向の地殻変動を面的に精度良く把握することを目的として、平成

26 年度より姶良カルデラ周辺の水準測量を毎年実施している（添付資料、P106-110）。

2019 年度報告の水準測量では、姶良カルデラ縁の変動量は、2018 年度と比較して大

きくなっているものの、2017 年度の変動量と同程度であり、顕著な隆起は無いこと

を確認したとしている（図１０及び図１１）。 

・九州電力は、広域地殻変動量の定量的把握について、Takayama and Yoshida(2007) 6

を参考とし、姶良カルデラ周辺の広域地殻変動量を算出し、各観測値から広域地殻変

動の影響分を除去する試みを実施している。 

 

図７ 姶良カルデラの GNSS 連続観測による基線長変化 
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図８ 姶良カルデラの GNSS 連続観測による基線長変化（平成 29年度より追加（その 1）） 

 

図９ 姶良カルデラの GNSS 連続観測による基線長変化（平成 29年度より追加（その 2）） 
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図１０ 姶良カルデラ周辺の水準路線図 

 

 
図１１ 姶良カルデラ周辺の水準測量結果（上下変動の推移） 
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・九州電力は、2020 年 3 月に桜島南西部で多くの地震が認められ、過去にも同様の地

震が発生しているものの、今後の地震活動に留意していくとしている（図１２）（添

付資料、P49、P53-55）。 

 

 

図１２ 姶良カルデラにおける地震活動 
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  （４）阿多カルデラの地殻変動及び地震活動について 

   ・九州電力は、GNSS 連続観測による基線変化等を確認した結果、当該年度は、阿多カ

ルデラ火山の活動に起因する有意な変化は認められないとしている。また、震源分

布とマグニチュードの経時変化及び地震発生数の推移等を確認した結果、地震活動

（発生数、位置、規模等）は、2019 年 8月に南側のカルデラで多くの地震が発生し

たものの（図１３）、その後は減少傾向にあり、位置と規模に有意な変化は認められ

ないとしている（添付資料、P61、P65-67）。 

 

 

図１３ 阿多カルデラにおける地震活動 
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  （５）鬼界の地殻変動及び地震活動について 

・九州電力は、GNSS 連続観測による基線長変化等を確認した結果、当該年度は、カル

デラ火山の活動に起因する有意な変化は認められないとしている。また、震源分布と

マグニチュードの経時変化及び地震発生数の推移等を確認した結果、地震活動（発生

数、位置、規模等）は、位置と規模に有意な変化は認められないとしている。 

・九州電力は、島嶼地域における基線長変化において、長期的なトレンド（直線的では

ない揺らぎ）のようなものが見えており（図１４）、その要因分析を試みているが、

まだ特定されていないことから、データ蓄積を行うとともに、継続的に取り組んでい

くとしている。 

 

 

図１４ 鬼界の GNSS 連続観測による基線長変化 
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原子力規制庁は、阿蘇カルデラの基線長については、カルデラ火山の活動に起因する

有意な変化は認められないこと、加久藤・小林カルデラの基線長については、加久藤・

小林カルデラ火山の活動に起因する有意な変化は認められないこと、2018 年 12 月に加

久藤カルデラ内で発生した地震（M3.4）の余震が認められるものの、その活動は減少し

ていることを確認した。また、姶良カルデラの基線長の変動率には、これまでと同様に

マグマ供給を示唆する変動が認められると九州電力が評価していることを確認した。

阿多カルデラの基線長については、阿多カルデラ火山の活動に起因する有意な変化は

認められないこと、2019 年 8 月に南側のカルデラで多くの地震が発生したものの、そ

の後は減少していることを確認した。鬼界の基線長については、カルデラ火山の活動

に起因する有意な変化は認められないこと、地震活動についても有意な変化はないと

していることを確認した。 

 

以上のことから、原子力規制庁は、九州電力が監視対象火山としている阿蘇カルデ

ラ、加久藤・小林カルデラ、姶良カルデラ、阿多カルデラ及び鬼界のいずれも活動状況

に変化がないと評価していることを確認した。 
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２．九州電力の評価結果に対する第三者の助言内容 

九州電力の「カルデラ火山モニタリング対応基準」では、原子力土木建築部長は、毎月

のモニタリング結果をとりまとめた「火山活動のモニタリング結果（年報）」に対して、

１年に 1回、第三者（火山専門家等）の助言を得ることと定められている。 

九州電力は当該基準に基づき、原子力土木建築部長は、３名の第三者（火山専門家）か

ら「カルデラ火山の活動状況に変化はないという評価で問題ない」とする旨の助言を得

ている。なお、その他の助言内容は、以下の通りである。 

 

  〇モニタリングの考え方について 

  【火山専門家Ａ】 

   ・噴火の前兆について、活火山では数日前から１年前くらいの間に発生するが、カル

デラ火山の場合は前兆期間の時間スケールが全く異なり、例えば数百年～数千年前

からとの考えもある。このような超長期的な変動についての認識も必要と考える。 

 

  〇地震について 

【火山専門家Ｃ】 

・2019 年に桜島の南西海域で発生した地震は、これまでと異なる位置で発生している。

また、2020 年 3 月に桜島南西部で多くの地震が発生していることから、今後の地震

活動に注視すること。 

  【火山専門家Ｂ及びＣ】 

   ・地震の評価において、有意な変化を判断するための定量的な基準を検討してみては

どうか。 

 

  〇地殻変動について 

  【火山専門家Ａ】 

   ・姶良カルデラの評価に記載しているマグマ供給率 0.01km3/年は、桜島の現在の活動

に対応するマグマ供給率であり、姶良カルデラ本体へのマグマの供給率は１桁程度

小さいとの考えもある。桜島とは異なるマグマ溜りが共存する可能性も考慮するべ

きではないだろうか。 

  【火山専門家Ｂ】 

   ・阿蘇カルデラについて、公的機関（気象庁）の評価では「草千里を挟む基線において

2018 年後半頃から緩やかに伸びの傾向が認められる」とされているので、広域的に

影響が広がるかを注視した方が良いと思う。 

  【火山専門家Ｃ】 

   ・桜島では 2020 年に入ってからは若干の基線長の伸びが戻ってきていることから、今

後の変動を注視すること。 

   ・マグマ供給率に対する火山ガスの影響を整理した方が良いと思う。 
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  〇水準測量について 

  【火山専門家Ａ及びＣ】 

   ・測線①（鹿児島市～薩摩川内市）について、沈降している時と隆起している時があ

るが、どのように考えているか。 

 

〇基線長検知能力について 

  【火山専門家Ｃ】 

・基線長検知能力の検討で求めた各基線の変動量について、今回検討した広域地殻変

動も合わせて検討してみてはどうか。鬼界での広域地殻変動も求めた方が良い。 
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３．火山モニタリングにおける「観測データに有意な変化があったと判断する目安」に係

る監視項目について 

原子炉火山部会報告書を受けて、九州電力は 2019 年度の火山活動のモニタリング評価

結果に『原子力規制委員会の火山モニタリングにおける「観測データに有意な変化があ

ったと判断する目安」を踏まえた整理』という章を設けている（添付資料、P136-167）。 

原子力規制庁は、九州電力が「①主な監視項目」及び「②その他の監視項目」に関する

データ（論文及び公的機関の公表資料等）をとりまとめた結果に対して、原子炉火山部会

報告書に記載のチェックリストに基づき、別表（表１及び表２）のとおり確認した。 

  



 

- 21 - 
 

表１ 「①主な監視項目」におけるチェックリスト 

監視項目 確認事項 原子力規制庁の確認結果 

地震活動 □既往の構造性地震、火山性地震等の地震発生

領域（震源分布）の拡大又は消滅、あるいは、

新たな地震発生領域の出現 

□地震発生数の急激な変化（増加又は減少） 

〇該当なし 

・既往の地震発生領域の時空間的変化に着目し、震源分布の拡

大や消滅、新たな地震発生領域の出現は認められないことを

確認した。 

・地震発生数の急激な変化は認められないことを確認した。 

地殻変動・地盤変動

（GNSS、水準測量、衛星

観測、傾斜計・伸縮計） 

□GNSS 連続観測による基線長や上下変動の急

激な傾向の変化（増加又は減少）、水準測量に

よる地盤の上下変動の急激な傾向の変化（隆

起又は沈降） 

□既往の地殻変動とは異なる場所での地殻変

動（GNSS、水準測量、衛星観測）の出現と

急速な進展 

□傾斜計・伸縮計による地盤変動の急激な傾向

の変化 

〇該当なし 

・GNSS 連続観測による基線長に、既往の増加（伸長）又は減少

（短縮）傾向と比較して、それらに急激な変化が認められな

いことを確認した。 

・GNSS 連続観測による上下変動や水準測量、衛星観測に、既往

の上下変動の傾向と比較して、それらに急激な変化が生じて

おらず、これまで変化が見られなかった場所での隆起及び沈

降は認められないことを確認した。 

・傾斜計・伸縮計による地盤変動の急激な傾向の変化は認めら

れないことを確認した。 

火山ガス・熱活動 

（表面活動） 

 

□既往の火山ガス放出場所の拡大又は消滅、あ

るいは、放出場所の出現（新たな火口や火道

の形成など） 

□火山ガスの放出量に急激な傾向の変化（増加

又は減少） 

〇該当なし 

・阿蘇、加久藤・小林、姶良、鬼界は、既往の火山ガス放出場

所の拡大又は消滅、あるいは、放出場所の出現は認められな

いことを確認した。 

・阿蘇、加久藤・小林、姶良、鬼界は、火山ガスの放出量に急

激な傾向の変化は認められないことを確認した。 

注）阿多カルデラ内の開聞岳、池田・山川では、定常的な火山ガス観測は

実施されていない。 
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表２ 「②その他の監視項目」におけるチェックリスト 

監視項目 確認事項 原子力規制庁の確認結果 

噴出場所及び噴出物 □既往の火口の拡大や消長、新たな火口や火道

の形成 

□マグマ成分の物理的・化学的性質の変化（例

えば、玄武岩質ないし安山岩質から流紋岩質

への変化等） 

 

〇該当なし 

・既往の火口の拡大や消長、新たな火口や火道の形成は認めら

れないことを確認した。 

・マグマ成分の物理的・化学的性質に急激な変化があったとす

る科学的知見は認められないことを確認した。 

噴火様式 □噴煙柱高度が数十 km 程度のプリニー式噴火

の発生と更なる活動拡大化の傾向 

 

〇該当なし 

・噴煙柱高度が数十 km程度のプリニー式噴火を伴うような噴

火は認められないことを確認した。 

地下構造 

 

□地震波速度構造や比抵抗構造により、地殻内

に推定される低速度及び低比抵抗領域の拡

大又は消滅、あるいは、新たな低速度及び低

比抵抗領域の出現 

〇該当なし 

・阿蘇、加久藤・小林、姶良については、設置変更許可以

降、地殻内に推定される低速度及び低比抵抗領域の拡大又

は消滅、あるいは、新たな低速度及び低比抵抗領域が出現

したとする科学的知見は認められないことを確認した。 

・阿多、鬼界については、状況に応じて情報収集を行い、デ

ータ拡充を図ることが望まれる。 
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４．原子力規制庁の評価 

原子力規制庁は、九州電力から受理した火山活動のモニタリングに係る評価結果につ

いて、①当該評価の過程が適切かつ確実になされていること、②監視対象火山の活動状

況を把握し、活動状況の変化の有無を評価していることの２点を確認することに主眼を

置き、当該評価結果を確認した。 

その結果、原子力規制庁は、九州電力の評価結果について、その評価過程が適切かつ確

実になされていること、また、監視対象としているカルデラ火山の活動状況に変化がな

いと評価していることを確認し、これらを妥当と判断した。 

さらに、原子力規制庁は、原子炉火山部会報告書に記載のチェックリストに該当する

項目はないことを確認した。 

 

本資料は、原子力規制庁が令和２年１０月２０日に開催した原子炉火山部会第９回会

合における部会委員の確認を経て確定版としたものである。 
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